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１． 不動産に関する会計基準 

 名称 概要 導入時期 

① 資産除去債務に

関する会計基準 
有形固定資産を除去するときに発生

する除去費用を、適正に期間配分する

ために新たに公表されました。 

平成２２年４月１日以

後開始する事業年度か

ら適用する 
② 賃貸等不動産の

時価等の開示に

関する会計基準 

財務諸表の注記事項としての賃貸等

不動産の時価等の開示について、新た

に公表されました。 

平成２２年３月３１日

以後終了する事業年度

の年度末に係る財務諸

表から適用する 
③ 固定資産の減損

に係る会計基準 
将来キャッシュフロ－の回収可能性

を失った固定資産について損失を計

上する会計処理が設けられました。 

平成１７年４月１日以

後開始する事業年度か

ら適用する 
④ 棚卸資産の評価

に関する会計基

準 

棚卸資産の評価方法、評価基準及び開

示について新たに公表されました。 
平成２０年４月１日以

後開始する事業年度 

  
 上記のうち、①と②につきましては、Q-30 で解説していますので、ご参照くだ

さい。 
 
 
 

Ｑ３２ 現在日本では、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）との調整が進んでいますが、

その中で不動産に関する会計ル－ルの変更項目が気になります。不動産を保

有するうえで、減損会計基準と棚卸資産の評価基準の適用が、どのよう関係

しますか？ 
 

Ａ：  
不動産を保有する会社は保有する不動産の目的によって適用される会計基

準が異なるので、注意が必要です。不動産を事業用として使用する場合は減損

会計の基準が適用され、不動産を販売用として保有する場合は棚卸資産となり

ますので、棚卸資産の評価基準が適用されます。 



 2

２． 固定資産の減損に係る会計基準 
（１） 概要 
  皆さんがお金を投資して事業用の固定資産を買う行為は、通常、皆さんのお金を、

投資した資産から得られるお金が投資額を上回るから、皆さんはお金を投資して資産

を買うと思います。例えば、投資用に不動産を買いましょうといった場合に、皆さん

が投資をするお金以上に賃貸収入が得られる。このことが、確実ならば皆さんは、お

金を投資して賃貸用不動産を購入するという決断をすると思います。 
  実は、資産というのは投資額（取得価額になります）よりもその資産から回収され

る価額（回収可能価額といいます）が上回るというのが、資産の正常な状態となりま

す。 
  しかし、何らかの理由でその資産から回収される価額が資産の帳簿価額よりも低く

なった場合は、その帳簿価額と回収される価額との差額部分は資産としての価値を失

っているので、この部分の損失を切捨てるのが、減損会計です。 
 

 （２）対象資産 
この会計基準は固定資産を対象に適用します。固定資産には有形固定資産、無形固

定資産、及び投資その他の資産が含まれます。 
 

（３）減損会計の流れ 
減損損失を認識するかどうかは、下記のフロ－チャ－トに従って進めていきます 

 
①減損の兆候があるか 

       ＹＥＳ 
②減損損失の認識の判定 

       ＹＥＳ 
③減損損失の測定 

 
① 減損の兆候とは資産又は資産グル－プに減損が生じている可能性を示す現象を

言います。例えば、下記に示す事象が該当します。 
・ 営業活動から生ずる損益又はキャッシュフロ－が継続してマイナス 
・ 経営環境の著しい悪化 
・ 市場価格の著しい下落 等 
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② 減損損失の認識の判定とは減損の兆候がある資産又は資産グル－プについて、当

該資産又は資産グル－プから得られる割引前将来キャッシュフロ－の総額が、こ

れらの帳簿価額を下回る場合は減損損失を認識します。 
 

 
 
 
 
 

③ 減損損失の測定とは減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グ

ル－プについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して当期の損失とします。 
                 この部分を切捨て 

 
 
 
 
 
 
（４）減損処理後の会計処理 

   減損損失の戻入処理は行わず、減損処理を行った資産については、減損損失を控

除した帳簿価額に基づき減価償却を行います。 
   したがって、減損損失を控除した帳簿価額から残存価額を控除した金額を、企業

が採用している減価償却方法に従って、合理的、規則的に配分します。 

 
帳簿価額 割引前将来

キャッシュ

フ ロ － 

 
帳簿価額 

回収可能 
価  額 
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３．棚卸資産の評価に関する会計基準 
（１） 概要 
  日本はこれまで、販売目的で保有する棚卸資産について、取得原価をもって貸借対

照表価額とし時価が取得原価かよりも下落した場合には、時価による方法を適用して

算定することが出来るものとされてきましたが、今後は、期末における正味売却価額

が取得原価よいも下落しているときは、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額と

します。 
  この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理

をすることになります。 
 
（２）正味売却価額  
  販売見込額－見積り販売経費 
   
  販売見込額の基礎となる土地の評価額とは以下のものが考えられます。 
 ・公示価格 

・路線価による相続税評価額  
 ・近隣の取引事例から比準した価格 等 
（３）会計処理  

この部分を評価損として認識 
 
 
 
 
 
 

出所：企業会計基準委員会「企業会計基準９号 棚卸資産に関する会計基準」 

   企業会計基準委員会「企業会計基準６号 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 

より抜粋 

                   

 
帳簿価額 

正味売却価額 


